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電気事業法における電気工作物の分類について

事業用電気工作物
電気事業の用に供する電気工作物（一般用電気工作物以外の電気工作物）

（例）電気事業者の発電所・変電所・送配電線路等

自家用電気工作物

事業用電気工作物の内電気事業の用に供する電気工作物以外のもの電気工作物
（例）工場等の発電所・変電所・送配電線路，工場・ビル等の６００Ｖ

を越えて受電する需要設備

一般用電気工作物
電圧６００Ｖ以下で受電する場所の配線・電気使用設備

（例）一般家庭・小規模店舗等の屋内配線

電気工事士等の資格区分と電気工事の範囲
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